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第８次三重県医療計画における救急医療対策の進捗について 

（令和７年度の取組と令和８年度以降の取組方向） 

 

取組方向１：県民の適切な受診行動の促進  

 

○県民に対し、かかりつけ医の必要性や救急医療に関する情報提供を行うとともに、

救急車の適正な利用等、適切な受診行動に関する啓発を行いました。 

・県立図書館でのブース設置 

・県ホームページや県政だより等において情報発信 

・FM三重におけるスポット CM 

来年度も、引き続き、啓発を行い、救急車の適正利用等、県民の適切な受診行動を

促進します。 

 

○「医療ネットみえ」や三重県救急医療情報センターによる初期救急医療機関の情報

提供および案内業務を実施しました。 

・令和６年度実績 

救急医療情報ネットへのアクセス件数 106,618件 

電話案内件数 60,873件 

参加医療機関 781機関（令和７年３月末時点） 

・令和７年度実績（令和７年 12月末時点） 

救急医療情報ネットへのアクセス件数 126,348件 

電話相談件数 41,617件 

参加医療機関 785機関 

来年度も、引き続き、医療ネットみえの運営や救急医療情報センターのコールセン

ター案内により医療機関の情報提供を行い、県民の適切な受診行動を促進します。 

 

○小さな子供を持つ保護者等を対象に「子どもの救急対応マニュアル」や「みえ子ども

医療ダイヤル（♯8000）」による情報提供や相談事業を行いました。今年度からは多

言語の相談体制を整備し、英語をはじめ、ポルトガル語・ベトナム語・タガログ語など

を含めた 22か国語での対応を行っています。 

みえ子ども医療ダイヤル（#8000） 

・令和６年度の相談件数 13,425件 

・令和７年度（令和７年 12月末時点）の相談件数 9,323件  

来年度も引き続き「子どもの救急対応マニュアル」や「みえ子ども医療ダイヤル（♯

8000）」の周知を行うともに、医療関係の専門の相談員による適切な助言や指示を

行っていきます。 
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取組方向２：病院前救護体制の充実  

 

○県民に対する応急手当の普及啓発のため、県内消防本部や医療関係団体と連携

した取組を促進しています。 

令和６年度普通・上級救命講習人口１万人あたりの受講者数  三重県 73.4人 

   全国平均 75.9人 

 

○ＡＥＤが必要なときに活用されるよう、設置場所についての情報提供を行っています。 

 

○救急救命士の再教育や事後検証等が円滑に推進されるよう、三重県メディカルコン

トロール協議会および各地域メディカルコントロール協議会が連携して体制の強化

を図ります。  

各地域メディカルコントロール協議会で事後検証された結果をもとに、三重県メディ

カルコントロール専門部会事後検証検討作業部会を令和８年３月４日に開催しまし

た。 

 

○今年度は、三重県病院前救護プロトコルを三重県メディカルコントロール協議会で

検討のうえ、改正しました。 

来年度も、引き続き、三重県メディカルコントロール協議会で検討した課題等を各地

域メディカルコントロール協議会において具体的に検討し、詳細な運用方法を策定

します。 

 

○救急救命士が行う気管挿管や薬剤投与といった手技等の維持・向上のため、ブラッ

シュアップ講習を実施しています。 

気管挿管フォローアップ研修 

令和５年度：24人、令和６年度：25人、令和７年度：23人 

気管挿管追加講習（ビデオ喉頭鏡） 

令和５年度：11人、令和６年度：13人、令和７年度：16人 

救急救命士ブラッシュアップ講習 

令和５年度：30人、令和６年度：26人、令和７年度：30人 

 

○「指導救命士制度」を運用し、救急救命士をはじめとした救急隊員の指導的役割を

担う指導救命士の育成に努め、救急業務の充実を図っています。 

令和７年度：指導救命士課程（第６期） ２８人  

 

○三重県独自の制度である上級指導救命士の認定にも引き続き取り組んでいます。  

令和元年度からの認定数：10人 

 

○「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」の適応事案に関する調査分析結

果をふまえた検討を行い、傷病者の状況に応じた適切な搬送および受入体制の構

築を図っています。 
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取組方向３：初期、第二次、第三次救急医療体制の充実  

 

○「三重県医師確保計画」に基づき、若手医師のキャリア形成支援と医師不足地域の

医師確保を一体的に行うことを目的に三重県地域医療支援センターにおいて作成

した県内複数医療機関をローテーションしながら専門医資格を取得できる「キャリア

形成プログラム」を活用し、救急医療等を中心的に担う若手医師の確保に取り組ん

でいます。 

・県内の専攻医登録者数（H30～R７） 757人 

来年度も、引き続き医師修学資金貸与制度の運用を通じて将来県内医療機関で勤

務する医師の確保に努めるとともに、三重県地域医療支援センター等と連携し、救

急医療を担う若手病院勤務医の確保を進めます。 

 

○地域包括ケアシステムの構築に向け、県および地域のメディカルコントロール協議

会等を活用して、第二次救急医療機関等の救急医療機関、かかりつけ医や介護施

設等の関係機関が連携・協議する体制を構築し、地域で連携したきめ細やかな取

組を進めます。  

 

○三重県救急医療情報システムへの参加を促すなど、市町や医師会等関係機関と協

力し、初期救急医療を担う医療機関の増加に努めました。 

来年度も、引き続き、システム参加医療機関の増加に努めます。 

 

○地域の医療機関と介護にかかわる関係機関が連携し、患者の状態を踏まえた適切

な医療及び介護サービスを継続して提供できるよう、ACP 等に関する研修会による

人材育成や地域医療構想調整会議等を通じて関係機関の連携強化に取り組んで

います。 

 

○地域のメディカルコントロール協議会において、「傷病者の搬送及び受入の実施に

関する基準」の医療機関の見直しや、高齢者の救急搬送に係る課題の検討などを

進めています。 

 

○高齢者の救急搬送に係る課題を把握するため、県内各市町や地域メディカルコント

ロール協議会に対してアンケートを実施しました。来年度も、引き続き、医療機関、

消防機関および地域包括ケア関係者等の多職種による連携や情報共有を進めま

す。 

 

○県ドクターヘリや相互応援協定を締結している他県ドクターヘリの活用などにより、

伊賀地域や志摩地域、東紀州地域をはじめとする県内全域における重症患者に対

する広域的な救急医療体制の充実強化を図りました。 

出動実績 

令和６年度：205件 

令和７年度（令和８年１月末時点）：184件 
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○ドクターヘリ事後検証会等を開催し、医療機関、消防機関その他関係機関における

諸課題の情報共有や意見交換をすることにより、ドクターヘリによる救急搬送の適正

化、円滑化を図りました。 

 

○三重県・奈良県・和歌山県ドクターヘリ相互応援に係る基本協定に基づき、三県の

相互応援を実施しました。基地病院や運航会社、各県の担当者による三県フライト

スタッフ会議において、搬送時における課題の共有を行いました。 

また、中部ブロックドクターヘリ連絡会議において、災害対応における課題の共有を

行いました。 

来年度も、引き続き、県ドクターヘリの運用にあたり、近隣県との連携や訓練等の実

施により、運航体制の強化を図ります。 

 

○ドクターカーについては、地域にとって効果的な活用方法の検討を進めます。 

 

○病院前救護の担い手として専門的な知識、技術を有し、第二次救急医療や第三次

救急医療における救急医のタスクシフトが期待される救急救命士を育成するため、

救急ワークステーション等の推進を図ります。 

 

○受入困難な傷病者が発生した場合の受入体制については、改善傾向にありますが、

引き続き、広域で議論する体制の構築を検討します。 
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取組方向４：新興感染症発生・まん延時の救急医療対応  

 

○新興感染症の発生・まん延時においても、重症患者や特別な配慮が必要な患者

（妊産婦・小児・透析患者・精神疾患を有する患者）に対応可能な受入医療機関を

医療措置協定の締結を通じて確保し、締結した後方支援を担う医療機関をリスト化

し、関係機関において共有しています。 

また、各保健所が実施する感染症患者の移送訓練に消防本部も参加するなど、体

制整備を実施しています。 

今後も、リスト化した後方支援を担う医療機関情報の活用などにより、関係機関間の

役割分担によるさらなる連携体制の構築を進めるとともに、協定締結医療機関が感

染症に対応できる人材をより多く養成し、資質の向上を図ることができるよう、協定締

結医療機関等の職員を対象とした研修・訓練など、平時の取組を引き続き実施して

いきます。 

 

○日本ＤＭＡＴ隊員養成研修や災害支援ナース養成研修を活用し、新興感染症への

対応が可能な人材の育成を行いました。 

引き続き国が実施する研修等を活用し、人材の育成に取り組みます。 

 

○♯8000 等の電話による相談体制を平時から充実させ、新興感染症のまん延により

救急外来の需要が急増した際にも対応できる体制を整えます。また、新興感染症の

まん延により、自宅療養者の発生が想定される場合は、療養者からの相談等を受け

付ける電話相談窓口の設置や救急車の適正利用に関する啓発の強化を実施する

とともに、消防機関に対して、病床使用率を含む入院受入医療機関の情報提供を

行うことで、救急医療体制の維持を図ります。 


